
 平成24年４月25日発行（11） 議　会　だ　よ　り 平成24年４月25日発行 （10）議　会　だ　よ　り

　川
越
市
は
昨
年
か
ら
自
治

基
本
条
例
の
勉
強
会
を
始
め

た
が
、
自
治
基
本
条
例
が
制

定
さ
れ
た
場
合
、
協
働
の
位

置
づ
け
は
ど
の
よ
う
な
も
の

に
な
っ
て
い
く
の
か
？

　政
策
財
政
部
長
※

　本
市

は
「
協
働
指
針
」
に
基
づ
き
、

協
働
を
推
進
し
て
い
る
が
、

拠
り
所
と
な
る
条
例
を
定
め

る
こ
と
で
、
そ
の
位
置
づ
け

が
よ
り
明
確
に
な
る
と
認
識

し
て
い
る
。
自
治
基
本
条
例

は
、
豊
か
で
魅
力
的
な
ま
ち

づ
く
り
を
進
め
る
際
の
基
本

的
な
ル
ー
ル
や
し
く
み
を
定

め
て
い
る
も
の
で
、
協
働
は

そ
の
自
治
基
本
条
例
に
お
け

る
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
る

と
言
わ
れ
て
い
る
。
自
治
基

本
条
例
を
議
論
す
る
際
は
、

市
民
、
民
間
団
体
、
事
業
者
、

行
政
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
と
協

働
に
つ
い
て
、
検
討
さ
れ
る

も
の
と
考
え
て
い
る
。

　
協
働
事
業

質問

問答
　法
で
は
申
請
後
、
原
則
三

十
日
以
内
で
要
介
護
度
の
決

定
通
知
と
な
っ
て
い
る
が
、

市
で
は
全
体
の
五
割
以
上
が

遅
延
し
て
い
る
。
い
つ
ま
で

に
改
善
で
き
る
の
か
問
う
！

　福
祉
部
長

　要
介
護
認
定

遅
延
の
理
由
に
は
、
ご
本
人

の
体
調
不
良
に
よ
る
認
定
調

査
の
遅
れ
、
主
治
医
意
見
書

の
遅
れ
、
介
護
認
定
審
査
会

の
審
査
待
ち
な
ど
様
々
な
理

由
が
あ
り
、
達
成
時
期
を
設

定
す
る
こ
と
は
難
し
い
問
題

で
あ
る
。

　
ま
ず
は
、
市
の
努
力
で
解

決
可
能
な
問
題
を
解
消
す
る

こ
と
が
市
の
責
任
で
あ
る
と

考
え
て
い
る
の
で
、
三
十
日

以
内
の
通
知
発
送
に
向
け
、

認
定
調
査
員
の
増
員
や
医
療

機
関
と
の
一
層
の
連
携
強
化

に
努
め
、
遅
延
の
理
由
と
な

る
問
題
の
解
消
に
取
り
組
ん

で
い
き
た
い
。

　
介
護
保
険
制
度
の
諸
課
題

質問

問答
　無
料
低
額
宿
泊
施
設
の
居

住
ス
ペ
ー
ス
は
六
畳
を
二
人

で
間
仕
切
り
し
、
大
変
狭
い
。

利
用
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の

配
慮
に
欠
け
て
い
る
が
、
市

の
見
解
を
伺
う
。

　宍
戸
副
市
長

　市
内
の
既

存
二
施
設
に
つ
い
て
は
、
開

設
当
時
は
一
室
に
二
名
で
生

活
す
る
状
況
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
後
、
国
の
指
導
に
よ
り

間
仕
切
り
を
設
け
、
現
在
に

至
っ
て
い
る
経
緯
が
あ
る
。

　
今
後
、
市
に
対
し
て
無
料

低
額
宿
泊
所
の
新
設
の
要
望

が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
市
の

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
沿
っ
て
、

居
室
面
積
を
四
・
五
平
方
メ

ー
ト
ル
以
上
の
個
室
と
す
る

な
ど
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
配

慮
し
た
居
室
環
境
の
整
備
等

に
つ
い
て
、
県
と
も
連
携
を

図
り
な
が
ら
、
指
導
及
び
審

査
を
図
っ
て
い
き
た
い
。

　
生
活
保
護
制
度

　
森
林
公
園
計
画

質問 質問

問答
　再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

普
及
さ
せ
、
電
力
の
地
場
産

業
を
育
成
し
て
地
域
経
済
を

活
性
し
、
税
収
や
雇
用
に
つ

な
げ
る
た
め
、
電
気
事
業
者

の
誘
致
を
考
え
る
べ
き
で
は
。

　市
長

　市
内
で
電
力
を
調

達
で
き
る
こ
と
は
、
災
害
時

な
ど
の
非
常
時
に
お
い
て
、

電
力
の
確
保
先
を
分
散
す
る

こ
と
が
で
き
る
な
ど
、
市
民

の
安
全
と
安
心
を
確
保
す
る

上
で
大
変
重
要
な
こ
と
で
あ

る
。

　
企
業
を
誘
致
す
る
こ
と
で

「
関
連
産
業
の
集
積
な
ど
に

よ
る
地
域
経
済
の
活
性
化
」

「
雇
用
機
会
の
確
保
・
拡
大
」

「
税
収
の
増
加
」
と
い
っ
た

地
域
経
済
へ
の
波
及
効
果
な

ど
の
メ
リ
ッ
ト
も
あ
る
。
用

地
選
定
等
課
題
も
多
く
あ
る

こ
と
か
ら
、
慎
重
に
研
究
し

て
い
き
た
い
。

　
市
の
雇
用
・
労
働
施
策

　
環
境
施
策
と
電
力
調
達

質問 質問

問答

民
主
党

　

 

山

　木

　綾

　子

協
働
の
位
置
づ
け

25

民
主
党

　

 

片

　野

　広

　隆

介
護
保
険
法
に
沿
っ
た
運
用
を

24

日
本
共
産
党

　

 

今

　野

　英

　子

居
住
環
境
の
改
善
を

19

市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム

　

 

髙

　橋

　
　
　剛

電
気
事
業
者
の
誘
致
・
育
成

18

　安
比
奈
車
両
基
地
は
、
平

成
30
年
を
目
標
に
計
画
さ
れ

て
い
る
。
経
済
効
果
を
生
む

こ
と
か
ら
新
駅
設
置
や
早
期

実
現
に
む
け
市
長
と
し
て
西

武
鉄
道
に
働
き
か
け
る
べ
き
。

　市
長
※
　
安
比
奈
車
両
基

地
整
備
計
画
は
、
西
武
鉄
道

よ
り
、
事
業
面
積
約
十
九
ヘ

ク
タ
ー
ル
と
な
っ
て
お
り
引

き
込
み
線
の
整
備
を
行
う
計

画
と
伺
っ
て
い
る
。
新
駅
の

設
置
に
つ
い
て
は
、
長
期
的

な
事
業
で
あ
り
、
そ
の
実
現

に
は
多
く
の
条
件
や
課
題
が

あ
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

し
か
し
、
安
比
奈
線
が
旅
客

化
さ
れ
新
駅
が
設
置
さ
れ
る

こ
と
は
、
市
の
発
展
に
つ
な

が
る
こ
と
か
ら
、
現
在
の
整

備
計
画
の
進
捗
を
注
視
し
な

が
ら
、
事
業
の
推
進
に
向
け

要
望
等
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

　
公
契
約
条
例
の
制
定
を

　
川
越
市
農
業
の
発
展

　
西
武
の
安
比
奈
車
両
基
地

質問 質問 質問

　流
行
時
期
に
間
に
合
う
よ

う
早
急
な
対
応
策
が
必
要
。

市
が
独
自
に
ロ
タ
予
防
ワ
ク

チ
ン
へ
公
費
助
成
を
す
る
事

に
つ
い
て
の
考
え
方
と
対
応

策
へ
の
決
意
を
伺
う
。

　市
長
※
　
現
時
点
で
は
ロ

タ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接
種

費
用
の
公
費
助
成
計
画
の
検

討
は
な
い
。
し
か
し
、
現
在

国
に
お
い
て
ヒ
ブ
、
小
児
用

肺
炎
球
菌
、
水
痘
、
お
た
ふ

く
か
ぜ
、
Ｂ
型
肝
炎
等
の
ワ

ク
チ
ン
の
定
期
予
防
接
種
化

に
向
け
て
の
審
議
が
行
わ
れ

て
い
る
。
ロ
タ
ウ
イ
ル
ス
ワ

ク
チ
ン
に
つ
い
て
も
国
で
定

期
予
防
接
種
化
に
向
け
て
の

検
討
に
着
手
し
て
お
り
、
医

学
的
・
科
学
的
知
見
等
を
収

集
し
て
評
価
を
進
め
る
動
き

が
あ
り
、
市
と
し
て
も
引
き

続
き
感
染
予
防
の
周
知
徹
底

と
情
報
収
集
に
努
め
、
国
の

動
向
に
注
視
し
て
い
き
た
い
。

　
ロ
タ
予
防
ワ
ク
チ
ン
助
成

質問

　高
齢
者
や
支
援
が
必
要
な

方
を
支
え
る
し
く
み
作
り
の

た
め
、
自
治
会
や
商
店
街
、

団
体
等
幅
広
く
参
加
で
き
る

懇
談
会
を
開
い
て
は
ど
う
か
。

　宍
戸
副
市
長
　
高
齢
化
の

更
な
る
進
展
が
見
込
ま
れ
る

中
、
高
齢
者
を
は
じ
め
支
援

や
見
守
り
が
必
要
な
方
を
支

え
て
い
く
た
め
に
は
、
共
助

の
考
え
を
大
事
に
し
な
が
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
い
て

実
態
を
把
握
し
、
課
題
を
明

ら
か
に
し
た
う
え
で
、
解
決

方
法
を
地
域
で
考
え
て
い
く

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
現
在
、

地
区
社
会
福
祉
協
議
会
が
主

催
す
る
地
域
福
祉
エ
リ
ア
ミ

ー
テ
ィ
ン
グ
が
あ
る
が
、
本

市
と
し
て
も
今
後
こ
の
よ
う

な
例
も
参
考
と
し
な
が
ら
、

住
民
ニ
ー
ズ
を
よ
り
的
確
に

把
握
し
て
い
く
こ
と
に
つ
い

て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　
「
地
域
主
権
改
革
」
影
響

　
買
物
難
民
と
地
域
づ
く
り

質問 質問

　旧
山
崎
家
別
邸
、
旧
川
越

織
物
市
場
、
旧
鶴
川
座
を
紹

介
す
る
案
内
板
を
そ
れ
ぞ
れ

道
路
に
面
し
て
設
置
す
べ
き

だ
が
、
ど
う
取
り
組
ま
れ
る

の
か
。

　都
市
計
画
部
長
※
　
旧
川

越
織
物
市
場
、
旧
鶴
川
座
の

両
施
設
と
も
、
川
越
市
の
歴

史
的
風
致
を
形
成
す
る
重
要

な
建
物
で
あ
る
。
そ
の
由
緒

来
歴
等
を
表
示
す
る
こ
と
は
、

こ
れ
ら
の
重
要
性
を
市
民
に

知
っ
て
頂
く
有
効
な
手
段
の

一
つ
で
あ
る
と
考
え
て
い
る

こ
と
か
ら
、
関
係
部
署
等
と

協
議
の
上
、
設
置
で
き
る
よ

う
に
検
討
し
て
い
く
。

　
ま
た
、
平
成
二
十
四
年
度

か
ら
活
用
と
修
理
の
た
め
の

検
討
委
員
会
を
立
ち
上
げ
る

旧
山
崎
家
別
邸
に
つ
い
て
も
、

今
後
案
内
表
示
の
設
置
に
向

け
て
検
討
し
て
い
く
。

　
災
害
に
強
い
下
水
道
施
設

　
歴
史
的
風
致
維
持
向
上
２

質問 質問

民
主
党

　山

　根

　史

　子

ロ
タ
予
防
ワ
ク
チ
ン
に
助
成
を

23

日
本
共
産
党

　本

　山

　修

　一

歴
史
的
風
致
維
持
向
上
計
画
２22

問答

問答

問答

問答

日
本
共
産
党

　柿

　田

　有

　一

地
域
の
力
を
活
か
す
取
組
を

20

日
本
共
産
党

　

 

川

　口

　知

　子

新
駅
設
置
と
早
期
実
現
を
！

21

市民の理解が得られる形での広域がれき処理の受け入れに関する決議
　昨年（2011年）3月11日、マグニチュード9.0という世界最大級の東日本大震災が発生し、東
北地方を始め、東日本の広範囲にわたる地域が、地震とそれに続く津波により、我が国でかつ
てないほどの大きな被害を受けた。
　これまでも全国各地の多くの人々が、被災地の復旧と復興に向けて取り組んでおり、本市で
も専門知識を有する職員を派遣するなど、様々な形で復旧と復興に向けた支援を進めてきた。
　しかしながら、被災地の復旧と復興に向けて大きな障害となっているのが、膨大ながれき処
理である。岩手、宮城、福島3県では、約2,253万トンのがれきが発生し、1年経過した現在で
も6％程度しか処理ができていない状況である。政府は処理が進まないがれきのうち、県内処理
を国が決めている福島県を除く、岩手県の約11年分にあたる約476万トン、宮城県の約19年分
にあたる約1569万トンのうち401万トンについて広域処理をすることとし、全国の自治体に対
して協力を呼びかけているが、受け入れが進んでいないのが実情である。
　被災地の方々の苦悩を思うと、全国民の協力によるがれきの1日も早い処理が求められている。
　がれきの処理なくして被災地の真の復興はあり得ない。
　川越市議会は、昨年3月16日に「東北地方太平洋沖地震に関する決議」を可決し、最大限の
支援を行うと決意した。
　よって、本市議会は、本市に対し、科学的な知見により放射能の影響を検証し、処理前から
処理後までの放射線量の測定等、安全であることを確認できる十分な体制を整えることを条件
に、通常の廃棄物相当と判断されるものについて受け入れを表明することを要請する。
　なお、受け入れに際し、岩手県及び宮城県のがれきについて情報を開示し、国及び本市が市
民への説明責任を履行するとともに、本市において放射性物質濃度を国の基準以下にするなど
の検討もあわせて要請する。

障害者総合福祉法（仮称）の早期制定を求める意見書(抄)

平成23年8月30日に55名の全会一致でまとめられた、障がい者制度改革推進会議総合
福祉部会「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言～新法の制定を目指
して～」を尊重した障害者総合福祉法を制定すること
障害者総合福祉法において、障害者の自立した地域生活が可能となる、質的量的に充
実した障害福祉施策の予算を確保し、その提供体制を確立すること
障害者総合福祉法制定にあたり、障害者福祉制度を充実させるため地方自治体の財源
を十分に確保すること
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２

３

議議
会会
情情
報報



 平成24年４月25日発行（11） 議　会　だ　よ　り 平成24年４月25日発行 （10）議　会　だ　よ　り

　川
越
市
は
昨
年
か
ら
自
治

基
本
条
例
の
勉
強
会
を
始
め

た
が
、
自
治
基
本
条
例
が
制

定
さ
れ
た
場
合
、
協
働
の
位

置
づ
け
は
ど
の
よ
う
な
も
の

に
な
っ
て
い
く
の
か
？

　政
策
財
政
部
長
※

　本
市

は
「
協
働
指
針
」
に
基
づ
き
、

協
働
を
推
進
し
て
い
る
が
、

拠
り
所
と
な
る
条
例
を
定
め

る
こ
と
で
、
そ
の
位
置
づ
け

が
よ
り
明
確
に
な
る
と
認
識

し
て
い
る
。
自
治
基
本
条
例

は
、
豊
か
で
魅
力
的
な
ま
ち

づ
く
り
を
進
め
る
際
の
基
本

的
な
ル
ー
ル
や
し
く
み
を
定

め
て
い
る
も
の
で
、
協
働
は

そ
の
自
治
基
本
条
例
に
お
け

る
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
る

と
言
わ
れ
て
い
る
。
自
治
基

本
条
例
を
議
論
す
る
際
は
、

市
民
、
民
間
団
体
、
事
業
者
、

行
政
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
と
協

働
に
つ
い
て
、
検
討
さ
れ
る

も
の
と
考
え
て
い
る
。

　
協
働
事
業

質問

問答
　法
で
は
申
請
後
、
原
則
三

十
日
以
内
で
要
介
護
度
の
決

定
通
知
と
な
っ
て
い
る
が
、

市
で
は
全
体
の
五
割
以
上
が

遅
延
し
て
い
る
。
い
つ
ま
で

に
改
善
で
き
る
の
か
問
う
！

　福
祉
部
長

　要
介
護
認
定

遅
延
の
理
由
に
は
、
ご
本
人

の
体
調
不
良
に
よ
る
認
定
調

査
の
遅
れ
、
主
治
医
意
見
書

の
遅
れ
、
介
護
認
定
審
査
会

の
審
査
待
ち
な
ど
様
々
な
理

由
が
あ
り
、
達
成
時
期
を
設

定
す
る
こ
と
は
難
し
い
問
題

で
あ
る
。

　
ま
ず
は
、
市
の
努
力
で
解

決
可
能
な
問
題
を
解
消
す
る

こ
と
が
市
の
責
任
で
あ
る
と

考
え
て
い
る
の
で
、
三
十
日

以
内
の
通
知
発
送
に
向
け
、

認
定
調
査
員
の
増
員
や
医
療

機
関
と
の
一
層
の
連
携
強
化

に
努
め
、
遅
延
の
理
由
と
な

る
問
題
の
解
消
に
取
り
組
ん

で
い
き
た
い
。

　
介
護
保
険
制
度
の
諸
課
題

質問

問答
　無
料
低
額
宿
泊
施
設
の
居

住
ス
ペ
ー
ス
は
六
畳
を
二
人

で
間
仕
切
り
し
、
大
変
狭
い
。

利
用
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の

配
慮
に
欠
け
て
い
る
が
、
市

の
見
解
を
伺
う
。

　宍
戸
副
市
長

　市
内
の
既

存
二
施
設
に
つ
い
て
は
、
開

設
当
時
は
一
室
に
二
名
で
生

活
す
る
状
況
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
後
、
国
の
指
導
に
よ
り

間
仕
切
り
を
設
け
、
現
在
に

至
っ
て
い
る
経
緯
が
あ
る
。

　
今
後
、
市
に
対
し
て
無
料

低
額
宿
泊
所
の
新
設
の
要
望

が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
市
の

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
沿
っ
て
、

居
室
面
積
を
四
・
五
平
方
メ

ー
ト
ル
以
上
の
個
室
と
す
る

な
ど
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
配

慮
し
た
居
室
環
境
の
整
備
等

に
つ
い
て
、
県
と
も
連
携
を

図
り
な
が
ら
、
指
導
及
び
審

査
を
図
っ
て
い
き
た
い
。

　
生
活
保
護
制
度

　
森
林
公
園
計
画

質問 質問

問答
　再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

普
及
さ
せ
、
電
力
の
地
場
産

業
を
育
成
し
て
地
域
経
済
を

活
性
し
、
税
収
や
雇
用
に
つ

な
げ
る
た
め
、
電
気
事
業
者

の
誘
致
を
考
え
る
べ
き
で
は
。

　市
長

　市
内
で
電
力
を
調

達
で
き
る
こ
と
は
、
災
害
時

な
ど
の
非
常
時
に
お
い
て
、

電
力
の
確
保
先
を
分
散
す
る

こ
と
が
で
き
る
な
ど
、
市
民

の
安
全
と
安
心
を
確
保
す
る

上
で
大
変
重
要
な
こ
と
で
あ

る
。

　
企
業
を
誘
致
す
る
こ
と
で

「
関
連
産
業
の
集
積
な
ど
に

よ
る
地
域
経
済
の
活
性
化
」

「
雇
用
機
会
の
確
保
・
拡
大
」

「
税
収
の
増
加
」
と
い
っ
た

地
域
経
済
へ
の
波
及
効
果
な

ど
の
メ
リ
ッ
ト
も
あ
る
。
用

地
選
定
等
課
題
も
多
く
あ
る

こ
と
か
ら
、
慎
重
に
研
究
し

て
い
き
た
い
。

　
市
の
雇
用
・
労
働
施
策

　
環
境
施
策
と
電
力
調
達

質問 質問

問答

民
主
党

　

 

山

　木

　綾

　子

協
働
の
位
置
づ
け

25

民
主
党

　

 

片

　野

　広

　隆

介
護
保
険
法
に
沿
っ
た
運
用
を

24

日
本
共
産
党

　

 

今

　野

　英

　子

居
住
環
境
の
改
善
を

19

市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム

　

 

髙

　橋

　
　
　剛

電
気
事
業
者
の
誘
致
・
育
成

18

　安
比
奈
車
両
基
地
は
、
平

成
30
年
を
目
標
に
計
画
さ
れ

て
い
る
。
経
済
効
果
を
生
む

こ
と
か
ら
新
駅
設
置
や
早
期

実
現
に
む
け
市
長
と
し
て
西

武
鉄
道
に
働
き
か
け
る
べ
き
。

　市
長
※
　
安
比
奈
車
両
基

地
整
備
計
画
は
、
西
武
鉄
道

よ
り
、
事
業
面
積
約
十
九
ヘ

ク
タ
ー
ル
と
な
っ
て
お
り
引

き
込
み
線
の
整
備
を
行
う
計

画
と
伺
っ
て
い
る
。
新
駅
の

設
置
に
つ
い
て
は
、
長
期
的

な
事
業
で
あ
り
、
そ
の
実
現

に
は
多
く
の
条
件
や
課
題
が

あ
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

し
か
し
、
安
比
奈
線
が
旅
客

化
さ
れ
新
駅
が
設
置
さ
れ
る

こ
と
は
、
市
の
発
展
に
つ
な

が
る
こ
と
か
ら
、
現
在
の
整

備
計
画
の
進
捗
を
注
視
し
な

が
ら
、
事
業
の
推
進
に
向
け

要
望
等
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

　
公
契
約
条
例
の
制
定
を

　
川
越
市
農
業
の
発
展

　
西
武
の
安
比
奈
車
両
基
地

質問 質問 質問

　流
行
時
期
に
間
に
合
う
よ

う
早
急
な
対
応
策
が
必
要
。

市
が
独
自
に
ロ
タ
予
防
ワ
ク

チ
ン
へ
公
費
助
成
を
す
る
事

に
つ
い
て
の
考
え
方
と
対
応

策
へ
の
決
意
を
伺
う
。

　市
長
※
　
現
時
点
で
は
ロ

タ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接
種

費
用
の
公
費
助
成
計
画
の
検

討
は
な
い
。
し
か
し
、
現
在

国
に
お
い
て
ヒ
ブ
、
小
児
用

肺
炎
球
菌
、
水
痘
、
お
た
ふ

く
か
ぜ
、
Ｂ
型
肝
炎
等
の
ワ

ク
チ
ン
の
定
期
予
防
接
種
化

に
向
け
て
の
審
議
が
行
わ
れ

て
い
る
。
ロ
タ
ウ
イ
ル
ス
ワ

ク
チ
ン
に
つ
い
て
も
国
で
定

期
予
防
接
種
化
に
向
け
て
の

検
討
に
着
手
し
て
お
り
、
医

学
的
・
科
学
的
知
見
等
を
収

集
し
て
評
価
を
進
め
る
動
き

が
あ
り
、
市
と
し
て
も
引
き

続
き
感
染
予
防
の
周
知
徹
底

と
情
報
収
集
に
努
め
、
国
の

動
向
に
注
視
し
て
い
き
た
い
。

　
ロ
タ
予
防
ワ
ク
チ
ン
助
成

質問

　高
齢
者
や
支
援
が
必
要
な

方
を
支
え
る
し
く
み
作
り
の

た
め
、
自
治
会
や
商
店
街
、

団
体
等
幅
広
く
参
加
で
き
る

懇
談
会
を
開
い
て
は
ど
う
か
。

　宍
戸
副
市
長
　
高
齢
化
の

更
な
る
進
展
が
見
込
ま
れ
る

中
、
高
齢
者
を
は
じ
め
支
援

や
見
守
り
が
必
要
な
方
を
支

え
て
い
く
た
め
に
は
、
共
助

の
考
え
を
大
事
に
し
な
が
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
い
て

実
態
を
把
握
し
、
課
題
を
明

ら
か
に
し
た
う
え
で
、
解
決

方
法
を
地
域
で
考
え
て
い
く

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
現
在
、

地
区
社
会
福
祉
協
議
会
が
主

催
す
る
地
域
福
祉
エ
リ
ア
ミ

ー
テ
ィ
ン
グ
が
あ
る
が
、
本

市
と
し
て
も
今
後
こ
の
よ
う

な
例
も
参
考
と
し
な
が
ら
、

住
民
ニ
ー
ズ
を
よ
り
的
確
に

把
握
し
て
い
く
こ
と
に
つ
い

て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　
「
地
域
主
権
改
革
」
影
響

　
買
物
難
民
と
地
域
づ
く
り

質問 質問

　旧
山
崎
家
別
邸
、
旧
川
越

織
物
市
場
、
旧
鶴
川
座
を
紹

介
す
る
案
内
板
を
そ
れ
ぞ
れ

道
路
に
面
し
て
設
置
す
べ
き

だ
が
、
ど
う
取
り
組
ま
れ
る

の
か
。

　都
市
計
画
部
長
※
　
旧
川

越
織
物
市
場
、
旧
鶴
川
座
の

両
施
設
と
も
、
川
越
市
の
歴

史
的
風
致
を
形
成
す
る
重
要

な
建
物
で
あ
る
。
そ
の
由
緒

来
歴
等
を
表
示
す
る
こ
と
は
、

こ
れ
ら
の
重
要
性
を
市
民
に

知
っ
て
頂
く
有
効
な
手
段
の

一
つ
で
あ
る
と
考
え
て
い
る

こ
と
か
ら
、
関
係
部
署
等
と

協
議
の
上
、
設
置
で
き
る
よ

う
に
検
討
し
て
い
く
。

　
ま
た
、
平
成
二
十
四
年
度

か
ら
活
用
と
修
理
の
た
め
の

検
討
委
員
会
を
立
ち
上
げ
る

旧
山
崎
家
別
邸
に
つ
い
て
も
、

今
後
案
内
表
示
の
設
置
に
向

け
て
検
討
し
て
い
く
。

　
災
害
に
強
い
下
水
道
施
設

　
歴
史
的
風
致
維
持
向
上
２

質問 質問

民
主
党

　山

　根

　史

　子

ロ
タ
予
防
ワ
ク
チ
ン
に
助
成
を

23

日
本
共
産
党

　本

　山

　修

　一

歴
史
的
風
致
維
持
向
上
計
画
２22

問答

問答

問答

問答

日
本
共
産
党

　柿

　田

　有

　一

地
域
の
力
を
活
か
す
取
組
を

20

日
本
共
産
党

　

 

川

　口

　知

　子

新
駅
設
置
と
早
期
実
現
を
！

21

市民の理解が得られる形での広域がれき処理の受け入れに関する決議
　昨年（2011年）3月11日、マグニチュード9.0という世界最大級の東日本大震災が発生し、東
北地方を始め、東日本の広範囲にわたる地域が、地震とそれに続く津波により、我が国でかつ
てないほどの大きな被害を受けた。
　これまでも全国各地の多くの人々が、被災地の復旧と復興に向けて取り組んでおり、本市で
も専門知識を有する職員を派遣するなど、様々な形で復旧と復興に向けた支援を進めてきた。
　しかしながら、被災地の復旧と復興に向けて大きな障害となっているのが、膨大ながれき処
理である。岩手、宮城、福島3県では、約2,253万トンのがれきが発生し、1年経過した現在で
も6％程度しか処理ができていない状況である。政府は処理が進まないがれきのうち、県内処理
を国が決めている福島県を除く、岩手県の約11年分にあたる約476万トン、宮城県の約19年分
にあたる約1569万トンのうち401万トンについて広域処理をすることとし、全国の自治体に対
して協力を呼びかけているが、受け入れが進んでいないのが実情である。
　被災地の方々の苦悩を思うと、全国民の協力によるがれきの1日も早い処理が求められている。
　がれきの処理なくして被災地の真の復興はあり得ない。
　川越市議会は、昨年3月16日に「東北地方太平洋沖地震に関する決議」を可決し、最大限の
支援を行うと決意した。
　よって、本市議会は、本市に対し、科学的な知見により放射能の影響を検証し、処理前から
処理後までの放射線量の測定等、安全であることを確認できる十分な体制を整えることを条件
に、通常の廃棄物相当と判断されるものについて受け入れを表明することを要請する。
　なお、受け入れに際し、岩手県及び宮城県のがれきについて情報を開示し、国及び本市が市
民への説明責任を履行するとともに、本市において放射性物質濃度を国の基準以下にするなど
の検討もあわせて要請する。

障害者総合福祉法（仮称）の早期制定を求める意見書(抄)

平成23年8月30日に55名の全会一致でまとめられた、障がい者制度改革推進会議総合
福祉部会「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言～新法の制定を目指
して～」を尊重した障害者総合福祉法を制定すること
障害者総合福祉法において、障害者の自立した地域生活が可能となる、質的量的に充
実した障害福祉施策の予算を確保し、その提供体制を確立すること
障害者総合福祉法制定にあたり、障害者福祉制度を充実させるため地方自治体の財源
を十分に確保すること

１　

２

３

議議
会会
情情
報報


